
私立学校耐震改築事業費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

現 行 改      正      後 

 

私立学校耐震改築事業費補助金交付要綱 

 

 

 ［略］ 

 

（補助対象事業の内容） 

第３ 補助対象となる事業は、国交付要綱第２条第１項第２号に規定する耐震改築工事に係る

補助金交付決定を受けた事業とし、１設置者当たり１棟までとする。 

 

 ［略］ 

 

  附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

私立学校耐震改築事業費補助金交付要綱 

 

 

 ［略］ 

 

（補助対象事業の内容） 

第３ 補助対象となる事業は、国交付要綱第２条第１項第２号に規定する耐震改築工事に係る

補助金交付決定を受けた事業とする。 

 

 ［略］ 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

摘 

要 
改正箇所は下線のとおりである。 


